
高等教育の修学支援新制度について

申請についての詳細はこちらでご確認ください。

日本学生支援機構（JASSO）【高等教育の修学支援新制度（給付奨学金）】
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/index.html

文部科学省 特設サイト
https://www.mext.go.jp/kyufu/student/koukou.html

日本学生支援機構（JASSO）進学資金シミュレーター
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/document/shogakukin-simulator.html

大阪芸術大学は、この制度の対象校として文部科学省より認定されました

概 要

①給付奨学金（日本学生支援機構）

②入学金・授業料の減額

この２つの支援を合わせることにより、経済的理由で進学を諦めることなく学んでいただくものです。

①の「日本学生支援機構の給付奨学金」に申請して採用された方が、②の「入学金・授業料の
減額」の対象になります。

支援を受けるためには、上記①と②の両方に申請することが必要です。

【申請先】 ①日本学生支援機構 →高校等で取りまとめて申請
②進学する大学

【高等教育の修学支援新制度】とは

経済的理由により、進学を断念することがないよう安心して学ぶことのできる国の支援

2020年度より開始 ［対象］住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生

→ 原則返還不要

私 立 大 学
（ 年 額 ）

第Ⅰ区分

自宅生 自宅外

① 給 付 型 奨 学 金 約４６万 約９１万

② 授 業 料 等 減 免
入学金 約２６万
授業料 約７０万

第Ⅱ区分

３分の２

３分の２

第Ⅲ区分

３分の１

３分の１

約２７０万円
【非課税】

約３００万円 約３８０万円年収目安

【採用された場合の支援額】



入学手続納入金の減額

採用候補者として決定された通知書

『奨学生採用候補者決定通知』が届いている方

① 次項「修学支援新制度対象者 入学手続金納入額」の該当金額を

納入する。

② ・A様式１（授業料等減免の対象者の認定に関する申請書）

・『奨学生採用候補者決定通知』のコピー

上記２点を入学手続書類一式に同封し送付する。

【入学される方への支援について】

入学手続納入金の減額

入学手続納入金の猶予

採用候補者として決定された通知書

『奨学生採用候補者決定通知』がまだ届いていない方

① 入学手続振込依頼書を使用し、入学申込金として、入学金を

納入する。280,000円（音楽学科・演奏学科は330,000円）

② ・様式７（修学支援新制度における学費延納願書）に

①の振込控え（第3片-貼付用）を貼付したもの

・A様式１（授業料等減免の対象者の認定に関する申請書）

・高等教育の修学支援新制度へ申請した際の書類

（受付番号・ 給付型奨学金の申込情報がわかるもの）

・宛名シール

上記４点を市販の封筒を使用し送付する。

③ 後日、『奨学生採用候補者決定通知』がお手元に届き次第、本学へ

コピーを送付する。

④ 本学からの通知をお待ちください。

本学では、高等学校等在学中に「高等教育の修学支援新制度」へ申請し、

入学金・授業料の減額が決定した方へ、入学手続納入金の減額・猶予の支援を実施しています。

※

※

※

【手続きの流れ】 ※の書類は入学手続要項内



【本学における減免後の学費について】

修学支援新制度対象者は、通常学費より減額され、以下の入学納入額になります。



【その他】

・本学独自の奨学金対象者の方は、本学の奨学金により免除、または減額された後の学費に対して

「高等教育の修学支援新制度」は適用されます。

・「高等教育の修学支援新制度」に申請し、採用結果が「不採用」の場合、入学手続金の 減額・猶予

措置の対象外になります。その場合は直ちに入学手続金の全額を請求いたします。

【支援の開始時期】

初回振込は5月（支援は4月分から）です。※期日までに申請・手続きを完了した場合


